
事後審査型一般競争入札公告共通事項（コンサルタント業務）  

  

  

１ 入札に参加する者に必要な資格  

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１） 入札期間の初日において、宇和島市建設工事等請負業者選定要綱（平成１７年告示第

１２号）に基づく入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されてい

る者及び南予水道企業団に入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

（２） 入札期間の初日から落札者の決定の日までの間に、準用する宇和島市建設工事等入札

参加資格停止措置要綱（平成１７年告示９７号）に基づく入札参加資格停止期間がな

い者であること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1項の規定に該当し

ない者であること。 

（４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て又は会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなされ

ていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更

生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

（５） 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。 

（６） 個別事項の表中「登録業種」に掲げる業種について、資格者名簿に登載されており、

かつ、資格者名簿における所在地が個別事項の表中「登録所在地」に掲げる要件を満

たす者であること。 

（７） 個別事項の表中「法令・規程等による登録」及び「その他」に掲げる要件を全て満た

す者であること。 

（８） 開札日から起算して過去１０年間に、個別事項の表中「業務の種類等」及び「その他 

（元請、出資比率等）」に掲げる要件を全て満たす業務の履行実績を有する者であるこ

と。ただし、当該業務については、成果物等の引渡しが完了しているもので、一般財

団法人日本建設情報総合センターの業務実績情報（テクリス）、一般財団法人公共建築

協会の公共建築設計者情報（ＰＵＢＤＩＳ）、契約書の写し、発注者の履行証明書等で

要件を満たすことが確認できる１件の業務であること。 

（９） 次の要件を全て満たす技術者を配置することができるものであること。 

ア 個別事項の表中「法令による資格・免許等」に掲げる要件を全て満たす者であ

ること。 

イ 開札日から起算して過去１０年間に、個別事項の表中「従事経験」に掲げる要

件を全て満たす者であること。 

ウ 開札日以前に申請者と雇用関係にある者であること。 

 

 



２ 設計図書等の閲覧等  

（１） 設計図書等については、個別事項の表中「設計図書等の閲覧期間」に掲げる期間にお

いて、南予水道企業団ホームページにより閲覧に供する。  

（２） 設計図書等に質疑がある場合は、個別事項の表中「設計図書等に対する質疑書の提出

期限」に掲げる期限までに、６（８）に掲げた問合せ先へ電子メールで質疑書を提出

すること。  

（３） （２）の質疑に対する回答を記載した書面は、個別事項の表中「質疑に対する回答書

の閲覧期間」に掲げる期間において、南予水道企業団ホームページにより閲覧に供す

る。ただし、閲覧期間の始期より早く閲覧に供することを妨げるものではない。  

  

３ 入札方法  

（１） 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格を確認するための資料（以下「申請書等」

という。）を求めるので、原則として、個別事項の表中「入札参加資格確認申請書の提

出期限」に掲げる期限までに提出すること。  

（２） 入札方法は郵便入札とする。  

（３） 入札回数は 1回とする。  

（４） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

  

４ 入札の無効  

次に掲げる入札は無効とする。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札

決定を取り消す。  

（１） 予定価格を超える入札  

（２） 競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札  

（３） 虚偽の申請を行った者のした入札  

（４） 入札心得、現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札  

（５） 競争参加資格のあることを確認されたものであっても、入札時点において入札参加資

格停止期間中である者等のした入札  

  

５ 落札者の決定方法  

（１） 落札候補者から提出された申請書等の内容を審査し、入札参加資格を満たしていると

認められる場合には、落札候補者を落札候補者と決定して審査を終了するものとす

る。ただし、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認められる場合には、次

順位者から順に、落札者が決定するまで同様の手続きを行う。  

（２） 落札候補者が２者以上あるときは、くじにより落札候補者となる順位を決定する。  



６ その他  

（１） 入札保証金は免除とする。  

（２） 契約保証金は個別事項の表中「契約保証金」に掲げるとおり。  

（３） 契約書作成の要否：要  

（４） 資料申請書等の作成に係る経費は、提出者の負担とする。なお、提出された申請書等

は返却しない。  

（５） 企業長は、提出された資料等申請書等を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で

使用することはできない。  

（６） 申請書等に虚偽の記載を行った場合においては、準用する宇和島市建設工事等入札参

加資格停止措置要綱（平成１７年告示第９７号）の規定に基づき入札参加資格停止を

行うことがある。  

（７） 落札者は、競争参加資格確認資料に記載した配置予定技術者を、原則として当該工事

の現場に配置すること。  

（８） 契約条項を示す場所及び問合せ先 

個別事項の表中「契約条項を示す場所及び問合せ先」に掲げるとおり。  


